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不正 な財務報告 と企 業財務
一

連 結会計情報の 開示 に 関す る粉 飾 泱算 を中心 と して

阿　部　修　平

　 （埼ボ大学 ・院生）

は じ め に

　 こ れ ま で ，粉飾決算 の 発生 ，企業財務 の 適正 開

示 と監査 の 充実強化 の 要請 と い うサ イ ク ル が 繰 り

返 され て い る。不正 な財務報告の 多 くは企 業集団

内で 発生 して お り，企業集団の 連結会計情報 の 開

示 と い う視 点か ら ， それ が発 生 した環境 ・制度要

因，企業財務 へ の 影響等 の 検証 と と も に，企業集

団の 経 済実態 の 適正 な開示の 確保が 課題 とな っ て

い る 。 本稿で は，不正 な 財務報告と連結会計 の 関

係，不 正 な財務報告 の 位置づ け，連結会計情報 の

開示 に 関す る制度展開 と連結子会社等 の 現状 を確

認 した うえ で ， 不正 な財務報告 の 発生 状況を踏 ま

え ， そ の 防［hに向け た方向性に つ い て 論 じて い る 。

1．不 正 な財務報告 と連結会計情報 の 開示

　 わ が 国の 企業会計制度 は，戦 後，昭和 24 年 に

企業会計原則が設定 され て か ら整備 ・改善が続 け

られ，ま もな く 60 年 と な る 。 企 業会計 は ，
こ の

間，企業 の 経 済活動を測定 ・ 伝達 し，主に 各種 の

利害 関係 の 調整 や情報提 供 の 手段 と しで
1）
，経 済

社会 の 成長 ・発展 に不可欠 な機能を果た して きた 。

近年，企業 の 資金調達 ・投資 の 選択肢や ， そ の プ

ロ セ ス へ の 参加者が 多様化 し，ま た，企業の 社会

的 ・公 共 的性格が さ ら に 高 まる 中，社会的制度 と

し て の 企業会計 の 重要性 は ます ます増 して い る 。

　 こ の よ う に ， 企 業会計 に は 社会的制度 と し て の

役割が 期待 される
一方，大企業 に よ る粉飾決算や

財 務諸表の 虚偽記載な ど の不 山な財務報 告は跡を

絶 た な い
。

　企業会計 が 備 え る べ き最 も根本的な要素 は ， 財

務報告の 真実性 に ほ か な ら な い 。 こ れ を規定す る

真実性 の 原則 は ， 「企 業会計 の 全 般を支 配す る 最

高の 規範原則」
C2〕

で あ り， こ の 原則 を 含む企業会

計 原則 は，会計 の 真実性と い う理念 に 根ざ した会

計処理 の 根木基準 を明 らか にす る も の で あ る
〔
％

企 業会計の す べ て の 原則及 び于続は ，真実 な会計

情報の 提供 とい う究極目標を達成す る ため に形成 ・

体系づ け られ て お り ， 事実 に反す る会計的操作 は

きび し く排除 され る必要が あ る
i4）

。

　不正 な財務報告の 特徴 と して は ， 典型 的に は親

会社が 子会社を利用 して架空売上を計上するな ど，

企業集 団内の 不 rE経理 に 基づ く粉飾決算が 多い 点

が あげ られ る。例え ば，最近 の 事例 で も，カ ネボ

ウ ，ラ イ ブ ドア，日興 コ ーデ ィ ア ル グル ープな ど，

壬会社 ， 投資事業組合 ， 特別 目的会社な どを利用

し て 連 結範囲を操作す る事例が み られ て い る 。

　 周知 の と お り，昭和 40 年前後 に は ， 山陽特殊

製鋼 をは じ め と して粉飾決算 に よ る企業倒産が 多

発 し，そ の 多 くが企業集 団内 の 不 lE経理 に 起因 し

て い た こ とか ら，そ の 防 止 を
一

つ の 目的 と して と

りあ げ ら れ た の が連 結財務諸表の 制度 化 の 問題 で

ある
（S）

。 こ の よ うに， 日本で は ，連結会計 は r一会

社を利用 した粉飾決算の 防止 を直接 の 動機 と して

一一66一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



JAPAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION

NII-Electronic Library Service

JAPAN 　 F 工NANC 工AL 　M 且 NAGEMENT 　 ASSOC 工AT 工 ON

制度化 され，そ の 後実務が
．一

般化 し た と い う特徴

が あ るが ， 制度 化 よ りも実務の 一般化 が先行 した

米国 にお い て も
C6）
，連結会計 の 生 成期に お い て ，

株式会社 と持株会社 の 発 展 に よ る企業集団 の 形 成

を背景 に
［7）
， r一会 社の 利用 に よ る利益操作 が

一
般

化 し始 め て い た   また ， 英 国で も ， 子会社 を利

用 し た利益操作が 行 われた ロ イ ヤ ル ・メ イ ル事件

が 連 結財務諸表の 公表を促す 要 因 に な っ た とみ ら

れ て い る
（9）

。

2．不正 な財務報告の 位置づ け

　財務 報告 は ，「企業 が そ の 経済活動及 び経済事

象を財務諸表そ の 他 の メ ッ セ
ー

ジを 用 い て 表現 し，

こ れを 外部 の 利害関係者 は も と よ り広 く情報利用

者 に 報告す る行為」
CID）

で あ り， 投資 ポ ジ シ ョ ン と

そ の 成 果の 測定 ・開示 を 目的 と して い る （「財務

会計 の 概念 フ レ ーム ワ
ー

ク」第 1章 本 文 2）。 財

務会計 の 「財務」 に は ， 資本の 準備 ・調達 と い う

語 源 が あ り
川

， もともと財務 報告 と資本調達 に

は密接 な関係が あ る 。 事業活動に は資木が 必要 と

な るが ， 資本 の リス ク負担構造 と期間構造 を考慮

し，資金調達方法の 選択 と利用 を課 題 と す る の が

企 業財務 で あ る
（1
％ 資金 の 源泉 は 投 資家 で あ る

こ とか ら，企業財務は，投資家の 資金が資本市場

の メカ ニ ズ ム を とお して 企業 に 配分 され るプ ロ セ

ス で もある
（1
 

　 こ の よ う に，企 業財務 は ，個 々 の 企 業 レ ベ ル で

は資金 の 調達 ・運用 活動で あ り ， 経済全体 の レ ベ

ル で は市場 メ カ ニ ズ ム に よ る資金配 分 プ ロ セ ス で

あ る 。 そ して ，
こ の プ ロ セ ス へ の 参加者が資金調

達や投 資意思決定の た め に利用 す る の が財務報告

プ ロ セ ス か ら ア ウ トプ ッ トされ る財務 情報で あ る 。

そ の た め ，不 正 な 財務 報告 は，社会 に お ける資金

配 分 プ ロ セ ス を ゆが め る こ と に つ な が る 。

　 不止 とは ， 「財 務諸表 の 虚偽表示を もた らす原

因事項」
〔’4）

で あ り， 「不正 な財務報告 （い わ ゆ る粉

飾）」 と 「資産 の 流用」 が あ り，不正 な財務報告

は 「計 hす べ き金額 を計上 しな い こ と 又は 必 要 な

開示を行 わな い こ とを含む ， 財務 諸表の 利用者 を

欺 くた め に 財務 諸表 に意図的な虚偽 の 表示を行 う

こ と」 で あ る （監 査 基準委員会報告書第 35 号 7

項 ・8項）。ま た ，「重大な 誤導 を与え る財務諸表

を招 く故意 もし くは重 大な 不注意 に よ る行為」
［1［’）

と い われ るよ う に，不止 な財務報告は，財務諸表

の 利用 者 を欺 く意思 を も っ て
 

意図的 に事実 の

真実な表示をゆが め虚偽表示を もた らす 違法行為

で あ る
〔］
  そ れ は ， 単な る事実 的偶然性 に よ っ

て生 じ る もの で は な く，
一

定の意図の もとに 計画 ・

実行 され るもの で あ る
〔IS）

。

　虚偽とは ， 真実で な い こ と で あ る 。 会計処理 の

基準に従 え ば
一

応真実な 会計処理，従わ な い もの

は原則 と して 不真実 な会 計処 理 して 取 り扱 わ れ

る
（19）

。 会計原則 は，そ れ 自体 は法令で は な い が ，

金融商品取 引法 ， 会社法及び法人税法 とい っ た企

業会計法に組み込 まれ る こ と に よ り，法的な実効

性が与 え られて い る 。

　 また，不正 は，  継続的な赤字や債務超過 とい っ

た財務上 の 動機や プ レ ッ シ ャ
ー，  内部統制 シ ス

テ ム の 不備な ど に よ り不正 を実行 で き る機会 ，  

自分 の 行為は 犯罪で はな い とい う合理 的理 由 （正

当化 ）， と い う 3 つ の 要素 （不正 の トライ ア ン グ

ル ）に 関係 して い る
 

。

　 株式会社は，資本集中の 最高の会社形態で あ り，

そ の 資本 を小額均等 の 株式証 券 に 化 体 し，株式 を

証券市場 で売買す る こ と に よ り社会的資本を集中

す る経済機構 （株式金 融メ カ ニ ズ ム ） で あ る
（湾

％

株式会社 の 決定的な特質につ い て は ， 株主有限責

任 に求 め る説
｛2Z）

や 株式 自由譲渡性 に 求 め る説 C23）

が あ る が ， こ こ で は株式会社 を資本の 集中機構 と

と ら え る視点か ら，株主有限責任をあ げ る。株 主

に有限責任が 認 め られ な けれ ば，株主 の リス クが

大 き く，多数 の 出資者が安 心 して 資本参加が で き

ず ， 社会 的資本 の 集中は達成で きな い か らで ある。
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　株主 は ，株 卞有 限責任 に よ り株式 の 引受 価額 を

限度 とす る 出資義務 の み を 負 う が ，そ の 限度 で 出

資額す べ て の リス クを負担す る 。 他方 ， 株式数 に

応 じ て 配当を受け る こ と が で き る 。 そ の た め ， 株

主 の 最大 の 関心事 は，株式会社 が獲得す る利益 に

な る 。 利益は ，株式会社 に と っ て は資本調 達 と い

う面 もあ る 。 資金調達の 方法 と して は，株雫 に よ

る資本拠 出 （自己資本） と，銀行借人や 社債発行

な ど に よ る外部調達 （他 人資本）が あ るが，経済

活動 の 成果 と し て 獲得 し た 利益は ，資木拠 出の 増

加分 と して ，
一
部 は 株主 に 配 当還元 され，

一
部 は

留保 され 自己 資本 の 増分 とな るか らで あ る 。 こ の

関係は ， 次式の よ うに 記述 で きる 。

　　資産 ＝｛負債 ＋ （払込資本 ＋ Σ利益 ）｝

　 また ，利益 （損失） は ，株式会社 の
一会計期間

の 経営成績 を表示す る もの で あ り，そ の 多寡 は株

価 ， 貸出条件 ， 格 付や社債 の 発行条件 な どに 影響

し ， 資金調達 に も影響 を 与え る 。 そ の た め ， 経営

者報酬の 決定 な ども含 め，株式会社で は利益数字

が 目的化 しやす い 傾向 ・特質が あ る 。

　 経営 者支配 が 進 み
124｝

，所有 と 経営 が分 離 して

い る株式会社 で は，財務報告 の 主体 （会計担当者）

で ある経営者は，会計方針等 の 決定や各種 の 判断 ・

見積 りな ど に 関 し て 大 き な 裁景権 を もち ，株上 や

債権者 に 対 して は情報優位 に あ る 。
こ こ に ， 経営

者に よ る会計 ヒの 決定等を通 じて ， 会計デー
タ に

ノ イ ズや バ イ ア ス が もた ら され る余地が 生 じる こ

と に な る
12
  こ の よ うな株 式会社 の 特質 が先 に

述 べ た不 正 へ の 財務上 の 動機 や プ レ ッ シ ャ
ー，機

会 に 関 係 して い る。

3．連結会計情報の 開示 に 関す る制度展 開

　連 結財 務諸表は，支配 従 属関係 に あ る複数 の 会

社か ら な る企業集 団を単 の 紅織体 とみ な し， 親

会社が企業集団の 財政状態 ・経営成績を総合的 に

報告す るた め に作成す る もの で あ る。 わが 国で は，

一
連 結財務 諸表 の 制度化 に 関す る意 見 書」 （昭和

50 年 6 月） に 基 づ き ， 昭和 52 年 4 月以後開始す

る事業年度か ら導入 さ れ て い る。

　 そ の 後 ， 提出期限 の 特例 の廃止，有価証券報告

書本休 へ の組入 れ，関連当事者 との 取 引や連結べ 一

ス の研究 開発 活動等 の 開示項 冖の 充実，い わ ゆ る

10％ ル ール の 撤廃 に伴 う連結範囲 の 拡大 等の 充 実

が 図 ら れて い る 。 また，平 成 11 年 4 月以 後 開始

す る事業年度か ら，「連結財務諸表制度 の 見直 し

に 関す る意見 書 1 （平成 9 年 6月） に 基 づ き ， 連

結 ベ ー
ス 巾心 の 開示 制度 に移行 し，連結 の 範 囲に

つ い て 議決権 の 所有割合以 外の 要素を加味 した支

配 力基準 が導入 されて い る 。 そ の 後，平成 14 年

に は，改正 商法で 人会社か つ 有価証券報告書提 出

会社 に 連結計算書類制度が ，また ，改 ［E法人税法

で 連結納税制度が導入 され，企 業会計法 へ の 連結

会計 の 導入が 図 られ て い る 。 平成 17年 に 制定 さ

れた会社法で は，親会社 ・子会社の 定義に つ い て

実質 攴配力基準が採用 されて い る 。

　 こ の よ うな連結財務諸表制度 の 展開は，経済社

会の変化や制度対応 に依拠 し，次の 5 期 に 区分で

き る
 

。

　 第 1 期 ⊂昭 和 24〜39 年） は ，企業会計原則が

設定 され て か ら，大企 業 の 粉飾決 算が大 きな社会

問題 とな る 前ま で の 時期 で あ る
。 連結財務諸表 の

制度化の 要請 は表面化 して い な い が，実務上 で は

海外 ili場へ の 上 場等に 伴 い
・
部 の 企 業で 実 践され

て い る。 第 2期 （昭和 40 〜51 年） は ，粉飾決算

が 社会問題化 した昭和 40 年か ら連結財 務 諸表が

制度化 さ れ る ま で の 時期，第 3 期 （昭和 52〜62

年） は，連結会計情報 の 開示が制度化 ・実施 され

定 着 し て い っ た 時期， そ して 第 4 期 （昭和 63〜

平成 10 年） は ，連結財務 諸表 の 有価証券 報告書

本体 へ の 組入 れ な ど，制度 の
．．一部改善が 図 ら れ て

い っ た 時期で あ る 。

　 最後 の 第 5期 （平成 11年以 降）は ，連結財務

諸表原則 の 改正 に よ り，連 結会計情報 の 開示が人

一 68 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



JAPAN FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATION

NII-Electronic Library Service

JAPAN 　 F 工NANC 工AL 　M 且 NAGEMENT 　 ASSOC 工AT 工 ON

き く拡充 された以後の 時期であ る。こ の 時期 に は ，

企業会計 ・開示制度 の 改正 に 加え，平成 9 年の 独

占禁止 法 の 改 IE．に よ る純粋持株会社 の 解禁，
’
ド成

10 年 の 銀 行持株会社 の 解禁，平成 11年 商法改止

に よ る 株式交換 ・株式移転制度 の 創設 ， 平成 12

年商法 改 正 に よ る会社分割制度 の 創 設，平成 14

年法人税法改正 に よ る連結納税制度の 創設な ど ，

企業 の グ ル ー
プ化を推進す る主要な制度改正 も行

わ れ，企業グ ル ープ の
一体的経営が進展 し，連結

会計情報 の 重要性が 高ま っ て い る 。

4．連結子会社等 の 現状

て 増加傾 向を続 け，特に 昭和 60年代以降，バ ブ

ル の 崩壊後 も
一
貫 して 増加傾向を続けて きた （図

4−4 参照）。なお，外国人 の 割合 は，平成 IO 年 に

10％ ，平成 18年 に は 25％ を超え て い る 。

　最近 の ヒ場企 業 の 連 結 ｝会社等 の 状況 を み る

と
c2s），そ の 合計 は 70，484 社 （うち，連結 了会社

59267 社 ， 持分法適用会 社 ユ1，217 社）， 1社あ た

りの
’

ド均 は 17．9社で ， 66．4％ の 企業 は連結子会社

等 の 数 が 10社未満 で あ る 。 他方，連結子会社等

を 100社以上 もつ 企 業が ユ23社 （3．1％ ）あ る （表

4− 1・表 4−2 参照）。

　 こ れ らの 企業 の 営業年数と連結子会社等の 関係

　昭和 24年末に 681社だ っ た 上 場会社数 は ， 高

度成 長を背 景 と した株式 ブーム な どか ら昭和 36

年 か ら 37年 に か け て 急増 し，そ の 後 もほ ぼ
一

貫

して 増加基調 が続 い て きた （図 4− 1参照）。時価

総額 は 昭和 50 年代後半 か ら急激 に 拡大 し， バ ブ

ル 崩壊 以降は ， 束証 株価指数 （TOPIX ） や 株式

売 買代金 と同様 （図 4−2 参照），大 き な変動を繰

り返 して い る 。 平成 19 年 の 株式売買代金 は，バ

ブ ル 期 の 2倍以上 の 水準 とな っ て い る 。

　株式 の 保有主体 は ，株式所有 の 法人化 ，安定株

主 工 作等 を 背景 に
 

，金融機 関 と事業法 人等の

割合が …
貫 し て 増加 し て き た が （図 4−3 参照），

金 融機 関の 割合 は平成元年 に 46％ に達 した後は ，

平成 10 年 に 40％ ， 16 年 に は 20％を割 り込ん で

い る 。 他方，一貫 して低落傾向を続 けて きた個人 ・

そ の 他 は ，昭和 50 年代後
’lfz以降 は 25％前後の 比

率で 推移 して い る。個人 は株 主数 と して は
一
貫 し

　　　 図 4−1 上 場 会 社 数 と 時 価 総 額 の 推移

汗憶冊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（社、億株＞

8．000・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上 場株式 数〔右 軸〕　 ・4、OOO

6．0〔｝o　 3，000

4．OOU　 2．000

2，000 1、OOO

o　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　 u
　 蓬lEお溯 跚 氈 ∈llEM聞隙 ］51瀏 5S’剛 lSEO副 ド，博 lfl・Sll嬲 H．｛l　Hl　H 旺 H．Hl，，E1511tT：ilH

　出所 ：東京 証券取引 所資料 よ り作 成

図 4−2　東証株価指数 （TOPIX ）・株式売買代金 の 推移

（ポイント）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1千億円｝

3，0〔レ〔）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9．OOO
　 　
　 　
　 　 6，00e
2．000
　　 4，（）00
1，0eo
　　 2、OOO

　 O　　　　　　　　　 　　 　 　 　　　　 O
　 剄 躑 躡 i：O　S］1躙 講S3艮5KI　3観巽跚 掘5il廡囲 i邑E置．！t，E　M〕麗 H ヒ1．　H闘 111911

ゴ．hTUETF，HITIIII｝

　 出所 ：東京証 券取 引所資料 よ り作成

（％｝

8〔，
・

604020

図 4−3 投資部門別株式保有比率 の 推移

［｝　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　　　　　　 　　　 年
躍 舳〕瓢 罸〕S31灘 灘 ：yi渕 闇 r胴 Sll　5船 rl躓 h54陥 瓣 Sl］ttfil田 旧 i　HT　F［・E1田 ．l　H．Sヨ1

’
e19慶

平成 16・17年度 の ラ イ ブ ドア を 含 ま な い 個 人 ・そ の 他 の 保

有 比率 は ，そ れ ぞ れ 23．4％，23．7％ で あ る。
出所 ：東京証券取 引所資 料よ り作 成

　　　　　　図 4−4 個人株主数の 推移

〔万人〕

4，0003

，000L7

。eeD1

．000

　 o …「…’…^…碑一…一・ttt−・t’nv・’”k− − ha−一’…
　
一一．t −一・・−t

　
th …一一…〆

年
　 S／A 躅 謝 510K！／4硲 跚 fig　5い 候聞 5帽 匸l　SEi刪 躡 S−　SIO　SII　HI／Hl匪．　 HT　 Iゴ ｛il　Ill　ili　Hliヨ：9度

　株 卞 数 は 各 ヒ場会社 の 株主 を 単純 に 合算 した 延 べ 人数。
　 出所 ；東京証 券取引所資料 よ り作成
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表 4−1

連結会社数

連結子会社等 の 状況

　　 　　 　　 　 （単位 ：社，％ ）

企 業 裁
一一

「穏
一
成 比

　 01
−910
−1920
−2930
−39

6361

，9　87618235128

16．150

，315
．76

．〔〕

3、2

40−49 82 2．1

5D−59 42 1ユ

60−69 34 09

70−79 25 0．6

80−89 21 0．5

90−99 16 0．4

10D−199 74 1．9

200−299 25 0，6

　　　　300−
i

24 0．6
「

　　　　合　　計 3，947 100．0

出所 ： 日本経 済新 聞社 「日経 会 社情 報 2008・H 春 号∫〔2008）
　 　 よ り作成

に つ い て ， 2008年か ら 10年 区切 り で 遡 る と，

1949 年か ら 1958 年 の 間に 設 立 され た 企業数が 最

も多 く，連結子会社等 も最 も多い （表 4−3 参照）。

また， 1 社 あた りの 平均で は ， 営業年数 の 長 い 企

業ほ ど連結子 会社等が 多 くな る傾 向が み られ ，

1869 年 か ら 1908年 の 問に 設立 された 企業 が 76．6

社で 最 も多 い （表 4−3 ・図 4−5 ・図 4−6 参 照）
（29 〕

。

　連結 子会社等 の 状況 を 時系列推移 で み る と， 1

社当 た りの 連結子 会社数 は
一

貫 し て 増加 し て い る

（図 4−7 参照）
（3°）

。 非連 結子会社 数を連結 ゴ会社

数 で 割 っ た 比 率 は ， 1978年度 の 2．7 か ら 2006度

に 0．2 ま で 低下 して お り，非連結子会社 の 連結化

の進展 が うか が え る （図 4−8 参照）。

　 連単倍率 （連 結数値を単体数値で 除 した値）は ，

総資産 は 1．2 か ら 1．5 へ ，売上 高 は 1．1 か ら 1．6 へ

と徐 々 に 上 昇 し，経常利 益は 1．1 か ら 1．7 の 間で

若干増減 し，当期純利益 は増減 が大 き い （図 4−9

参照）。 1992…1994年，1998 年 と 2001年 に は 当期

純利 益 の 連 単倍率が 1 を
一
ド回 っ て お り，不況期 に

は 子会社が 連 結 ベ ース の 利 益を押 し下 げ て い る こ

と を 示 し て い る 。

表 4−2　連結子 会社等の多い 企業
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （単 位

設立

19201946

　　
、
ノ ニ

ー

ユ9191885190419351949193119491937200319501985194819471ii

所 ：

企業名 子会社 持分法適用会社

製作所 920 165
一 990 63

商事 659 245

郵船 655 72

東芝

松下電器産業

伊藤忠商事

ブ リ ジ ス トン

丸紅

トヨ タ 白動市

双 日

二 菱商事

囗本電信電話

ホ ン ダ

．三 井物産

219935162634714326829055444533433313286574217418851890811211

　

21

　

11

：年，社）

宜。翻
驪

　 　 727715712E632

：
631．

621581576

　1573
：

516498484

日本経済新聞社 『日経会祉情報 2eo8　・H 春号 』〔2008 ）

よ り作成

表 4−3 営業年数 と 連結子 会社等

　 　 　 　 　 　 （単位 ：年，社，％ ）

　　　　　　　　　　営　業
設 立 年
　　　　　　　　．年　数

企業数 構成比
連結 ∫

・

会社等
’F　均

1999−2008

1989−1998

1979−1988

1969−1978

1959−1968

1949−1958

1939−1948

1929己 938．
1919−1928

1909−1918

1869−1908．

　 o−910
−1920
−2930
−3940
−4950
−5960
−6970
−7980
−8990
−99100
−139

37546843568563329416612172

305i　　 7．7

393　 　 10．O
　　　 E

　　　　　　　 9．5

　　　　　　　11．9

　　　　　　　11，0

　　　　　　　17，4

　　　　　　　16．O
　　　I

　　　　　　　 7，4

　　　　　　　 42

　　　　　　　 3ユ
　　　　　　　　1．8

5，6512

，9203

，8413

，2384

．40812

，24911

，9919

，5077

，458 ！

3，7085

，513

　　　18．5

　　　　7．4

　　　10．2

　　　　6，9

　　　10，1

　　　17．9

　　　18．9

　　　32，3

　　　44，9
　　　3α6
．
　　　76．6 ．

含　計　．185」993 ，947100 ．070 ，48417 ．9

出所 ：目 本経済新 聞祉 『日経 会社 情報 2008 。H 春 号」（2008）
　 　 よ り作 成

　 こ の よ う に ，連結会計情報 の 重要性は ，今後 ま

す ます 高ま る こ とが 示唆され る 。

5．最 近 の 不 正 な財務報告

表 5− 1 は，最近 の 開示違 反 が 問わ れ た 事例を示

し た もの で あ る
（31）

。 こ れ らの 事例 か ら も， 子会
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　　　　 図 4−5　営業年数 と連結子会社等

〔社）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 〔社）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2，c）o0

10．ODO　迎 結会社（左軸）

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1，000
5’°°

1＿ r イ
≠

窒 麺 鄲
…
二 ：1色

。

　 ISfip．19J6　 T9［H⊥SIS　 l．｝1．〕・跏 19：g193i　L欝 1嬲 瓣 ！嚇 脚 1匪．胆 隠1棚 〒呂］979．邪 U3印嬲 ll嬲 眠

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 企 業の 設立．年

　 出所 ： 目本 経済 新 聞社 1日経会 社情報 2008・ll春 号」（2008）
　 　 　 よ り作 成

図 4−6　営業年数 と運 結 子会社等 （1社 あ た り平 均）

（仕）

100 ・

50

　 o …
　 F69・ll［IG　lyl］S．191S　IS19．Ll恩 1蝣1躅 11”191S廴笹田鵬 迅IM鵬 且9Ee19TS　 lll・塒1 ：ssgel　IS　MM訓OS

　 　 　 　 　 　 　 　 　 企業 の 設立 年

出所 ： H 本経済新聞社 『口経会 社情報 2008・H 春 号」（200S）
　 　 よ り作 成

　　 図 4−7　1社 あ た りの 連結子会社数 の 推移

lL−
O　w−−rt　wwr−一…t−一一一一一丁一マーt・一．・一一・t−一一　一　r…一．：一　・t・一一1−．．　 tt…一．・・
　ぽ　　の　　s 　　r　　Pt　Pt　て　LO 　の　b 　　の　　　　o 　　づ　　　　　じ　　マ　　　つ　サ　　t’　OP　ぴ　　ぼ　　　　　の　cr，　r　　ユむ　サ
　 騙 睾 鶉 鵠 塁 望 鬻 毎…團 瞿 盤 霧 擧 塁 鸛 器 鏨e．B 芻 塁 塁 霧 8 呂 8 呂 き 8 呂 仟度
　 H 　　尸　　一　　H 　　−　　一　　鬥　　H 　　尸　　尸　　一　　H 　　冖　　一　　一　　一　　冖　　一　　一　　一　　咽　　一　　  　　凋　　 　　crl　 N 　　四　　N

　出所 ；二 菱総合 研究所 「連結 ・企 業経 営 の 分 析」 各年度版 よ

　　　 り作成

社 ・関連会社 を利用 した架空売上の 計上，ペ ーパ ー

カ ン パ ニ ー等 へ の 飛ば し，業績が 悪化 した 1・会社

等 の 連結外 し ， 関連会社株式 の 過大計上 ， 関係会

社損失引 当金 の 過少計上 な ど ， 企業グ ル ープ 内で

の 不正 な財務 報告の 発生が確認で きる 。

　 1．で 述 べ た よ うに ，連結財務諸表制度 は，不正

な 財務報告 の 防止を
一

つ の 目的な い し直接 の 動機

と して 導入 され た もの で あ る が，3．で 示 した連結

範囲 の 拡大 等 の 制度改善 はな され て い る も の の ，

そ の 目的 は十分 に達成で き て い る と は い え な い 而

が あ る 。

お わ り に

以上 ， 本稿で は ，不正 な 財務報告 と連結会計 の

5．0

図 4−8　連結子会社数 に 対す る非連結子会社数

　　　 及 び 関連会社数 の 比率

　 ．tttan・・…、　 ．，　　　　　　　　　
一

非連結了会社数
・t／t一

閼連会社数

o．〔〕 …
葦
・　 一…−t　　 ・　 ≡ ・　 ；　

巾』
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『
　 di 　ゆ　ほ　　　の　の　マ　la 　ほ　／H　の　あ 　ロ 　　　　 　Pt　ttt　 Ll　mp　 tS 　co　サ 　ロ　づ　cu 　 Pt 　サ　ln 　o

　 犖 蜑犖 犖 箋翆 難 鍋 墾 錫 雛 疂毟暴譱 蠡竊 羇年度

　 出所 ：三 菱 総合 研究 所 「連結 ・企業経 営 の 分析 」各 年度版 よ

　 　 　 　り作 成

2．OO

1．50

1．oo

　　　図 4−9　運単倍率 の 推移

・一総資産 一一売 E高 一一経常利益 一 当期糖利益

O．5［｝ ．
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　 　 搴 茘 鬻 饕 篝 鬻 霧 霧 鬻 臣 鬻臣 雪 鬻 9

’
罍 罍 8 塁 密 窶 霧 8 呂 88888 年 度　　宀　　一　　州　　冖　　r　　H　　冖　　一　　一　　尸　　一　　一　　一　　鬥　　尸　　一　　r　　回　　一　　咽　　冖　　一　　tSI　N 　　Pt　閃　　軸　　N 　　N

　 当期 純利 益の 1999年度 の 連単倍率 は 14．57，2001 年度 は
一〇．09

　 で あ る。
　 出所 ： 三菱総 合研究所 ：連結 ・企業 経営 の 分析 1各年度 版 よ

　 　 　 　り作成

関係 ， 不正 な 財務報告 の 位置 づ け，連結会計情報

の 開示 に 関す る制度展開 ， 連結子会社等 の 現状及

び最近 の 不正 な財務報告 の 状況に つ い て み て きた 。

不正 な 財務報告は，企業会計 の 究極 目標 で ある真

実性 の 原則 に 反す る 違 法行為 で あ り，子会社等 を

利用 した架空 の 売上 計上 な ど ， 企業 グ ル
ープ 内で

行わ れ たケ
ー

ス が依然 と して 多く認 め られ た 。 そ

の 背景 に は，企業や経営者 に不正 関与 へ の動機 ・

プ レ ッ シ ャ
ー，実行機会，不正 の 正 当化な ど の不

正 の トライ ア ン グ ル が 内在 して い る こ と ， ま た ，

連結会計情報の 開示 に 関す る実務や制度の 生成 は，

不正 な財務報告 へ の 対応 と関係が あ る こ とを述 べ

た 。

　真実性 の 原則 に は，会計 担 当者 の 誠実 性 を要 求

す る原則 と い う側面 もあ り ， 企業会計上 の 判断 や

見積 りが適正 に 行われ，財務報告 の 真実性が確保

される か 否か に つ い て は，も っ ぱ らそ の 誠実性に

依存せ ざるを え な い
 

とい う現 実 が あ る 。
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表 5−1　開示 違反 が問 わ れ た事例

準 旦j
　l ！H6517

　　会 　社　 名

  ア イ ペ ッ ク

問題 となった 開示書 類 概 要

イ∫価 証券報 告書 関連会社を利用 した 架 空売上 の 計上等

2　　H10320 　　 山
一

證 券  有価 証券報 告書 有価 証券 Q含 み 損 を国内 。海外 の ペ ーパ ー
カ ン パ ニ

ー
等に

飛ば しを 行 い隠 蔽　　　　　　　　 一
3　 日 1］．6．30　　   日 本長 期信 用銀行
　　 　 　　 　 　

．
（注 （31〕参照 ）　　　　　　　　　　　　　　一

有価 証券 報告書 関連親 密企業 へ の 融資 に 関連 して 適正 な 引 当 ・償 却 を行 わ

な か った　　　　　　　　　一一
4　．H11 ．8．13　　　靺〕日 本債 券イゴ用金艮彳了 有 価証券報告書

　　　　　．一 一
取 、財 ・能 と見込 ま れ る 貸出金 に 関 して 適 正 な 引当 ・償却 を
行わ な か っ た

5　 1111．12．27　   ヤ クル ト本社
　　　　　　　．

’
卜期報告害 プ リ ン ス トン 債が償還 済で あ る とい う弔実 を隠蔽 し，資産 ・

収益 を過 大 に 計 L

6
：
Hl2 ．1．31   テ ス コ ン　　　　　　　　　ー　　　　 一 有 価証券 報告 書． 架空売 上 の 計上

7H13 ．12．20 フ ッ ト17一クエ クスプレス  　　有 1面証券 報告 書 架空収 益 の 計上 等

8H14 ，6，28   ナ ナ ボ シ　 　 　 　 有 価証券 報告 書 架空⊥ 事 の 受 注工 亨 代金 の 計 卜

9Hl 生9．6   ナ ナ ボ シ　 　 　 　 有 価証券 報告 書 1 架空工 事 の 受 注工 事 代金 の 計 ヒ　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　@@

　

．<TAB>10．H14，12． 6． <TAB>  エ ム
テ

ィ
ー

シ ー アイ．有飾証券報告書，有価証券届出書　 架空 資 産 の計

<TAB>IH15．3． 24 　  
ケ

ビー<TAB><TAB>有価 証券 報 告 書 　 　 　　 　　 架 空 売 上

ﾌ計上
<TAB>
．
．

．

1
　 @21 　｝− <TAB>Hl6 ． 32

  キャッツ<TAB><TAB><TAB>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 　 　　　 ． 一有 価 証券

報告嶺半期報告書i撲暑守毟糠甃 毳
叢窟 穩 籍饕 貂濃

鯉

金と ｵ て計上  13<TAB>Hl6 、 D22 　　   森 { 組 <TAB><TAB>有価 証 券
報
告 書<TAB>完

工事 価 の　・部除外等 14<TAB><TAB>Hl6． 12D9 　 旨  メデ B ア ・リ ンク ス<TAB>有 価 証券 報

  架

空
売 上

・架

  d 入 の計 纉  <TAB>151
ﾁ ・　十<TAB>西武鉄道  <TAB>有価証券報告書<TAB>　　　　　　
　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　　　 　　 一   コクドの所有
にか か る 西部 鉄道  株式 につき ，発 行

博ｮ総 数 に対する所有割合
を
ｭ な く 記 載

<TAB>】 6　

17 ， 8 ． 17 @ ． <TAB>カ ネボウ    ラ イ ブドア <TAB>有 価 証 券 報 告書<TAB>大量の
不良 在 庫 等 を 抱え業

が悪
化
ｵていた子会社を連 決算 の対象 か ら除 外

17．<TAB>I
l8 、 3 ． 13<TAB><TAB>　 　 　有価証 券報 告 書一 ．一一．卜<TAB>売
上計 上 の認

られ ﾈい自社株売却益の 上 藷 1 上 ， 架 空 с q の 計 ヒ 等 18<TAB>IIl

D122<TAB><TAB>有価証券報告書

退 職給 付 引 当 金の 過少
計．L 等

19

　 一 ．H18 ， 12 ．6<TAB>東目
本ハウス  ．． ．  TTGグルー

v<TAB>有 価 証 券 報 告 書

半期
報随早D

有価証券届出書・同言 正 届 出 善 <TAB>売 上 原 価 ﾌ 付 替 え 等 2i ．<TAB>一一

一Ii
8．12 ． 18<TAB>  口 興 コ ー デ ィア ル <TAB>有 価 証 券報 告 書，

発 行登 録 追 補 書 類 <TAB>子 会社がその株 式 を す べ て所有し 実質
的 に支配

てい 驩  ﾐを連結の ﾍ 開 に 含 め ｸ ，本来 計 上で ｫ ない 社債 券 の評価

を計   21<TAB>Hl92，6<TAB> サ ンビシ   <TAB>有価証 券報告書 <TAB>連結 子 会社
の 除 外 等

22<TAB>Hl9
，

C1<TAB><TAB>エー・アンド・ A イ 　 半期 報 告 書 C有 価 証券届出書システ ム  <TAB>損 失の 繰延 べ ．

23<TAB>IIl

6
．
26<TAB>

ネ

ク
ス

ト
ウ

ェア
 

<TAB>

有

価
ﾘ 券報告書，半期

報告書，　
架

  э 繧 ﾌ 計
卜 有 価 証

券 屐出
  4 　　　 　K2 　 　　
　　つ　II<TAB> 19 ．7 ． 18 　　　　． ．<TAB>  東R カーラ イ フグ ループ<TAB>

ｿ証券報 告書・同訂正報告書，半期報告 書 э繻ｴ 価の 過少計上 ，販売 費 y び 一般管瑳費の 過少言 i

等 <TAB>25　H19．iD20
　1 日特建設 

<TAB><TAB>有 価証
券報 告 書，半期報告書<TAB>有形固定資 産等の ﾟ大 計L26<TAB>Hl9 ．

．2<TAB><TAB>　　　　　　　 @ 　1   ネ ッ ト マ ー クス　　 有価
券
報告 書 ・ 同 訂 止 報 告 書<TAB>架 空 売上 及び架 空仕 入の 計 上

27<TAB>

9 ． 12 ．25<TAB>r洋 電 機   　 　 　 　 　 半 期 報 告 書 <TAB><TAB>． 関係 会杜株 式の過 大計 上及 び 関 係会社 損失引 当 金の
少計 　i 等 年月日 は ，証 券

取引 等 監視 委員 会が告発又は勧 告 を 行 った年 月 口、 公判係属中のも の を 含む，注 （ 3D 参

。 出 所 ：証券 取引等監視 委 員 会ホー ム ペ ー ジ 資

（ http ：〃Www ．fsa ．go 、 ． ip ／

sc ，〆） よ り作成 　 その ため ， 不 正 な 財務

告の 防 ［E の ため には ， 第1 に ，会 計担当者

誠実 性 が 発 揮 さ れ
る

ような 環 境 ・ 制 度 の 整

を 図ること が重要に なる 。企 業 倫琿や法 令 が 遵

さ
れ る ような企業内 の 体制 整 備 を進めるため

は   ， 財 務報告 プ ロセス への 参
加者に

対 する 会計

育 の充実・強 化も重 要である。 一 つの 虚 偽 表

行 為で 多 数 の 投

家 が 損 害を被 れ ば ，そ れは 無数の違法 行 為に

る 〔 3 ’ ）。 まずは 不 正な財務 報告に対する

会 的な認

が高ま
る
こと が 必 要 で ある 。 　 第 2 は ，事前規 制 と して ，
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の適正な 闇示が有効に機能す るよ うな，企業会計 ・

開示制度の 整備 ・改善で あ る 。 財務報告シ ス テ ム

は，経済社会の 変化 に応 じて 自ら変化 して きたが，

そ れ に伴 い ，特別 目的会社の 利用な ど不正 な財務

報告 も変化 して い るか ら で あ る。

　第 3 は，事後的な措置 と して の 貢任で あ る 。 金

融商品取引法及 び会社法で は ， 財務諸表に対す る

会計監査制度，虚偽 記載等に 対する民事 ・刑事責

任が定め られ，金融商品取引法で は，確認書，内

部統制報告書 ， 虚偽記載等に 対す る課徴金制度が

定め ら れ て い る 。 い か に 内部統制や 外部監査が 整

備 されて も， 不 diの 防止 に も
一
定 の 限界が あ る 。

企業は社会か ら資本を調 達 して い る以 上 ， 社会に

対 し て会計責任 を負 っ て お り，そ の 責任解除等 の

た め に行 われ る財務報告 の 真実性を確保す るた め

に は ，抑止力 と し て も不 正 に対 して 一定 の責任が

課 され る必 要が あ ろ う 。

　 　　　　　　　　　〈注〉

（1 ）　会計 の 利害調整職能 と 情報提供職能 に つ い て は ，

　　万代 （2000），13−17 頁， 第 8 章 参照 。
な お ， 中

　　野 （1987），第 1章 は，会計測 定 の 社会的機 能 と

　 　 し て ，不信解消 を あげて い る。

（2 ）　森川 （1991），43 頁参照。

（3 ）　 山枡 （1963），461 頁参照 c

（4） 加古 （2DO6），10−11 頁参照。な お ，経営者 の

　 　粉 飾決算 に 対 す る 誘閃 は ，絶 え ず 存在 して い る

　 　〔近 田 （2007），3 頁参照 ）。

（5 ）　黒澤 （1975），4 頁，神崎 （1975）， 16−17頁 ，

　　太 田 ・飯野 （1995），18−21 頁，若杉 （1996）， 2S6

　 　頁 な ど参照 。

（6 ）

c7）

（8）

（9）

高須 （1996），41 貞参照。

山地 （2000），4 頁，小栗 （2002），21頁参 照。

蜷 木 （1976），32 頁参照 。

Walker （1978），　 p ．94， ［ll浦 （1993），188 頁

　　参照。

（10）　広瀬 （200S），795 頁参照、，財務報告 は ，財務

　　諸表 よ り も範開が 広 い 概念 で あ る （斎 藤 （2007），

　　6 頁参照）。

（11）　 山枡 （1963），468 頁 参 照 、、

（12）　若杉 （1988），2 。4−5 頁参 照。

（13）　若 杉 （1988），15 頁参照 。

（14）　 山浦 （2008），18 頁 参 照。

（15）　 National　 Cemmission 　on 　 Fraudulent　 Fi−

　　nancial 　Reporting （1987）．　p．2，鳥羽
・八 田 訳

　　（1999）， x
−
xi 頁参照。 こ の 定義 に は，不注意 の

　　程度 が 重大 で ，法律 ヒの 故意 に よ る 行為 と 同義 で

　　 あ る と さ れ る 場合 も含 ま れ る 。

（16） 利用者 を 欺 く意 思 は，自ら の 意 思 に 反 す る もの

　　で あ る 場合 も あ る （櫻井 （2007），g 頁参 照 ）、，

（17） 不 正 な財務報告 は，粉飾決算 （虚偽記載 を 通 じ

　　て 架空利益を計上 す る行為 。 桜井 （2008）．62頁

　　参照） よ りも概念 と して は や や広い 。

（18）　岡田 （1980），44 頁参照 、、

（19）　岸国 （2004），236頁参照。

（20） 櫻井 （2007），8 頁，監 査基準委員 会報告書第

　　35 号 12項 な ど 参照。

（21） 株式会社 の 経済機構 に つ い て は，箕輪 （1997），

　　9−10　頁，　箕輪　　（2eo8），　3．−19 頁参具夸夏く，

（22） 大塚 （1969），24−．25 頁参照 。

〔23）　馬場 （1965），47−50 頁参照 。

（24） 箕輪 （1997），9−10 頁，箕輪 （2008），3−19頁

　　参照 。

（25）　Palepu，　Healy 　and 　Bernard　（2000），　p、3
−5，

　　斎藤監 訳 （2001），53 頁参照。

（26）　連結財務諸表制度 の 生 成 ・発展段 階 を，武 田

　　（1977），5 頁 は 大き く 4 期 ， 渡辺 （2007），
177−

　　 178 頁 は 3 期 に そ れぞ れ区分 して い る、，

（27）　箕輪 （1997），224−228頁参照，，

（28）　 日本経済新 聞社 （2｛｝08）掲載 の ヒ場企業 3，947

　　社を対象 に 筆者が集計 した結果に よ る、，

（29）　1999−2008 年 に 設立 さ れ た 企業 の 連結子会 社等

　　が 増加 し，1 社 あ た りの 平均 （18．5社） も全体平

　　均 （17．9 社） よ り大 き い が ，こ れ は，大企業 の 合

　　併，独占禁止法 の 改正 に よ る純粋持株会社 の 解禁

　　な どに よ る 経営統合が 進展した 影響と考え られ る 。

　　 こ の 期間 に 設立 さ れ た 連結子会社等の 多い 企業と

　　 して は，双 H （連結会社数 576社。 以 ド同 じ。 ），

　　三菱 UFJ フ ィ ナ ン シ v ル ・グ ループ （296社），

　　JFE ホール デ ィ ン グ ス （255社），三 井住友 フ 4

　　 ナ ン シ ャ ル グル
ー

プ （251社），三 菱ケ ミカ ル ホ
ー

　　ル デ ィ ン グ ス （250 祉） が あ る 。

（30）　図 4−7 の 2006 年度 の 連 結 子会社数 59．1 社 は，

　　表 4−3 の 17．9 社 よ り もか な り多 い が ，こ れ は 主

　　 に 母集団 の 違 い に よ る影響と考え られ る ，， 図 4−7

　　 は 472 社，表 4−3 は 3，947 社 の デ
ー

タ を そ れ ぞ れ

　　採録 し て お り，図 4−7 の 母集団企 業 の 平均営業年

　　数 は 表 4−3 の そ れよ り も 長い も の と推 定 さ れ る 。

（31）　 証 券取引等監視委員会 が告発又 は勧告 を 行 っ た

　　もの で ，公判係属中の も の を含 ん で い る こ と に留

　　意 さ れ た い 、、た だ し ， 旧長銀 の 粉飾決算事件 に つ

　　い て は，上 告審 で 旧長銀 ・経営陣の 虚偽記載有価
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　　証 券報告書提 出罪及 び 違法配当罪 に 係 る無罪が確

　　定 して い る （最高裁第二 小法廷 平成 2G年 7 月 18

　　日判決 ， 最高裁判所判例集第 62巻第 7 号，2101

　　頁以 下）。本判決 に つ い て は ， 岸 円 （2008），弥永

　　（2008），弥永 （2009）な ど参 照 。

（32）　加 占 （2006），11頁参 照、，

（33）　河本 ・岸 田 ・森出 ・川 口 （2008），8−9 頁参照 。

（34） 上 村 （2006），41−42頁 は， こ の よ う な 不法行

　　為 を 同 峙 多 発 不 法 行 為 と呼 び，事後的 な 損害救済

　　 は非常 に 困難 で あ る こ とか ら，そ もそ もそ の よ う

　　な 不法行為を発 生 さ せ な い た め の 事前規制を重視

　　す べ き と して い る 。
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